
 

記 載 例 
 

第１号様式（第２条関係） 

 

産業廃棄物保管場所届出書 

 

平成２３年４月１日  

 

相模原市長 殿 

 

住  所  □□市××○ - ○ 

氏  名  ○○株式会社 

         代表取締役  ○○ ○○ 

電話番号   042－754－1111 

 

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例第30条第１項の規定により、次

のとおり届け出ます。 

保 

管 

用 

地 

の 

所 

在 

地 

等 

所 在 地 

 

相模原市○○△番地 

面 積 

 

１００㎡ 

 

所有者の氏名（法人にあって 

は、名称及び代表者の氏名） 

□□ □□ 

電話番号 ０４２×××―△△△△ 

所有者の住所（法人にあって 

は、主たる事務所の所在地） 
□□市○○ △―□ 

産業廃棄物の種類及び数量  
・木くず、がれき類、廃プラスチック類 

・70㎥（又は2８トン） 

 

産 業 廃 棄 物 の 保 管 の 方 法  

 

・地面はコンクリート舗装、周囲は２ｍの囲いを設置 

・コンテナ 

 

産 業 廃 棄 物 の 処 理 の 計 画  

 

搬入  頻度 １回／日    量  10㎥／回（又は４ｔ／回） 

     時間帯 9:00～16:00 

搬出  頻度 １回／週    量  70㎥／回（又は28ｔ／回） 

     時間帯 9:00～16:00     

搬出先 ㈱○○   ㈱△△  (有) □□ 

保 管 開 始 年 月 日  平成２３年４月１５日 

保 管 終 了 年 月 日  
平成２３年１１月３０日 

（常時使用） 

備考 「数量」とは、保管しようとする数量をいいます。 



 

 

 

産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図記載例 

＊ あくまで一例です。 

             敷地境界         

                   

 

廃プラ 

置場 

 

×㎡ 

 

木くず 

置場 

 

×㎡ 

 

がれき類 

置場 

 

○㎡ 

 

 

 

事 務 所 

 

公

道 

 

出

入

口 

 

 

 

駐 車 場 

○
m 

□m □m △m 

底面コンクリート舗

 

コンクリ

ート製 

高さ２ｍ 

＊ 囲いを設置しない場合は、建物（保管のための建物を除く）の 1 階部分床面積、敷地面積

が分かるよう記載してください。 

[事務所：○○㎡  敷地面積 ××㎡等] 

掲
示
板 



 

 

記 載 例 

第２号様式（第３条関係） 

 

産業廃棄物保管場所変更届出書 

 

平成２３年４月１日 

 

相模原市長 殿 

 

住所 □□市××○ - ○ 

氏名 ○○株式会社 

        代表取締役  ○○ ○○ 

電話番号 042－754－1111 

 

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例第30条第３項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

 

変 更 年 月 日  

 

 

平成２３年４月２０日 

 

変 更 事 項  

 

産業廃棄物の処理の計画 

 

 

 

 

変 更 内 容  

 

 

 

変  更  前 変  更  後 

搬入  頻度 １回／日 

量10㎥／回 

 

搬出  頻度 １回／週  

搬入  頻度 ２回／週 

量20㎥／回 

 

搬出  頻度 ２回／週 

 

変 更 理 由  

 

業務拡大のため 

備考 次に掲げる書類のうち、変更事項に係るものを添付してください。 

(1) 保管用地の登記事項証明書 

(2) 保管用地が届出者の所有する土地でない場合にあっては、当該土地に係る賃貸借契約書その

他の使用の権原を証する書類の写し 

(3) 保管用地の位置図 

(4) 産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図 

 



 

記 載 例 

第３号様式（第４条関係） 

 

産業廃棄物保管場所廃止届出書 

 

平成２３年５月３１日  

 

相模原市長 殿 

 

住所 □□市××○ - ○ 

氏名 ○○株式会社 

      代表取締役 ○○ ○○  

電話番号 042－754－1111 

 
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例第30条第４項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

 

保 管 用 地 の 所 在 地 

 

相模原市○○△番地 

 

廃 止 年 月 日 

 

 

平成２３年５月２０日 

 

廃 止 の 理 由 

 

廃業のため 

 

 


